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介護老人保健施設シルバーケア ヨシハラ 

通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション運営規程 

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条  医療法人 吉原胃腸科外科が開設する介護老人保健施設シルバーケア ヨシハラ（以下「当施設」

という。）において実施する通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の適正な運営

を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、要介護状態（介護予防通所リハ

ビリテーションにあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介

護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画を立て実

施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第 3 条 当施設では、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づいて、理学

療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復

を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの

支援に努める。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原

則として利用者に対し身体拘束等を行なわない。 

３  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業

者）、その他保健医療福祉サービス提供者、地域包括支援センター及び関係市区町村と綿密な連携をはか

り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 

４  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができ

るようサービス提供に努める。 

５  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその身元引受人（代理人）（以下単に代理

人という。）に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用

者の同意を得て実施するよう努める。 

６ 当施設では、老人の自立を促すための介護を行ない、家庭復帰を目標とし、強制せず、自由を重んじて

生活を楽しんでもらい、画一的ではなく、利用者や代理人の目標 希望に合わせて対応し、施設長並びに、

全職員は一体となり平等な立場でケアすることを理想とする。 

 

（施設の名称及び所在地等） 

第４条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）  施設名      介護老人保健施設シルバーケア ヨシハラ   

（２） 開設年月日  平成 7 年 6 月 9 日 

（３）  所在地      広島県尾道市向東町 8883 番地の 5 

（４） 電話番号  （0848）44－4800  FAX 番号 （0848）44－8401 

（５） 施設長    吉原 大貴 

（６） 介護保険指定番号    介護老人保健施設（3451180024 号） 
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（従業者の職種、員数） 

第 5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。 

 

 常 勤 非常勤 

施 設 長 １名  

医 師 １名  

看 護 職 員    

介 護 職 員 ３名 ４名 

支 援 相 談 員 1 名  

理 学 療 法 士   

作 業 療 法 士      ２名  

管 理 栄 養 士 １名  

介 護 支 援 専 門 員 １名  

事 務 職 員 １名  

 

（従業員の職務内容） 

第６条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。 

（２）医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３）看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リ

ハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づく看護を行う。 

（４）介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーシ

ョン）計画に基づく介護を行う。 

（５）支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、

指導を行い、市町村や地域包括支援センターとの連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。 

（６）理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成すると

ともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

（７）管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。   

（８）介護支援専門員は、利用者の通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の原

案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。 

（９）事務職員は当施設の事務処理を行なう。 

 

（営業日及び営業時間） 

第７条 通所リハビリテーションの営業日及び営業時間以下のとおりとする。 

（１）  毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とする。 

（２）営業日の午前 8時 30 分から午後 6時 30 分までを営業時間とする。 

1 単位目 3～4 時間、4～5 時間、5～6 時間、6～7 時間、7～8 時間のサービス提供時間は午前 9 時

30 分から午後 5 時 30 分。 

2 単位目 1～2時間のサービス提供時間は午前 9時から 12時、もしくは午後 1時から午後 4 時。 

 

（利用定員） 

第８条 通所リハビリテーションの利用定員数は、40 人とする。(1単位目 33人・2単位目 14人) 

（介護予防通所リハビリテーションの利用者数を含む。） 
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（通所リハビリテーションの内容） 

第９条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、(介護予防にあった派介護予防

に資するよう、)医師、理学療法士、作業療法士等、リハビリスタッフによって作成される通所リハビリ

テーション（介護予防通所リハビリテーション）計画 及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、

理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。（日常生活上の支援や生活行

為向上の為のリハビリテーションやその人の目標に合わせた選択サービスとして，運動器の機能向上、栄

養改善、口腔機能の向上など） 

２  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、入浴介助もしくは、特

別入浴介助を実施する。 

３  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、食事を提供する。 

４  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づき、居宅及び施設間の送迎

を実施する。 

 

（利用者負担の額）   

第 10 条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 

（１）  保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。 

（２）  食費、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は

送迎費、その他の費用等利用料を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 11 条  通常の事業の実施地域を以下の通りとする｡ 

  尾道市（但し、百島町・浦崎町・御調町・旧因島市・瀬戸田町は除く） 

 

（身体の拘束等） 

第 12 条 当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を廃止する。但し、当該入所者または他の入所

者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体的拘束等を行う場合、当施設の医師がその

様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載し、家族に説明

し同意を得ます。また当施設の身体拘束委員会に報告し、定期的に評価を行います。 

 

（褥瘡対策等） 

第 13 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しない

ような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、その発生を防止するための体制を

整備する。 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 

第 14 条 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用に当たっての留意事項を以下

のとおりとする。  

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食事は

保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄

養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事

の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・金銭・貴重品の管理は、原則として持込み禁止。 

・所定の位置での喫煙 

・通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診はできないが緊急時の場合は施設の医師が対応する。 

・利用者の、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、飲酒、火気の取扱い、ペットの持込み、他利用者

への迷惑行為は禁止とする。 
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（非常災害対策） 

第 15 条  消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計画に基づき､

また､消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う｡ 

（１）防火管理者には、事業所職員を充てる 

（２）火元責任者には、事業所職員を充てる。 

（３）非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。 

（４）非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 

（５）火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の

遂行に当たる。 

（６）防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年 1 回以上 

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

（７）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 16 条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止の

ための指針（別添）を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス

提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 

 

（職員の服務規律） 

第 17 条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に

当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 

（１） 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（２） 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

（３） お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

（職員の質の確保） 

第 18 条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

 

（職員の勤務条件） 

第 19 条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人吉原胃腸科外科の就業規則による。 

 

（職員の健康管理） 

第 20 条 職員は、この施設が行う年１回の健康診断を受診すること。 

 ただし、夜勤勤務に従事するものは、年間２回の健康診断を受診しなければならない。 

 

（衛生管理） 

第 21 条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 

２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針（別添）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

３ 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回、検便を行わなければならない。 

４ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。 
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（守秘義務及び個人情報の保護） 

第 22 条 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由

が無く、その業務上知り得た利用者又はその代理人の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行う

ほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第 23 条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの

とする。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を行う。 

（２） 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行う。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 24 条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用されない。 

２  運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバ

シーポリシーについては、施設内に掲示する。 

３ 通所リハビリテーションに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重

要事項については、医療法人吉原胃腸科外科 介護老人保健施設シルバーケア ヨシハラの役員会におい

て定めるものとする。 

 

付  則 

この運営規程は、平成２３年３月１日より施行する。 

この運営規程は、平成２３年４月１日より施行する。 

この運営規定は、平成２５年７月１６日より施行する。 

この運営規定は、平成２５年７月１６日より施行する。 

この運営規定は、平成２６年４月 1 日より施行する。 

この運営規定は、平成２７年１月１６日より施行する。 

この運営規定は、平成２７年４月１日より施行する。 

この運営規定は、平成２７年１０月 1 日より施行する。 

この運営規定は、平成２９年１１月１日より施行する。 

この運営規定は、平成３０年４月１日より施行する。 

この運営規定は、平成３１年４月１日より施行する。 

この運営規定は、令和元年１０月１日より施行する。 
この運営規定は、令和３年４月１日より施行する。 
この運営規定は、令和４年１０月１日より施行する。 
この運営規程は、令和６年６月１日より施行する。 
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＜別紙＞       通所リハビリテーションについて 

（令和６年６月１日現在） 
１、介護保険証の確認 

ご利用の申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 
２、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、要介護者及び要支援

者の家族等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご

利用いただき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機

能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる

医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供にあたる従業者など

の協議によって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・代理人（身

元引受人）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を頂くようになります。 

 
３、 利用料金  通常規模型（介護老人保健施設）  
（１）基本料金  

① 通所リハビリテーション施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度およ

び利用時間によって利用料が異なります。以下は 1 日当たりの自己負担分で、送迎の料金は含

まれ、1 割負担の表記です。負担割合が異なる場合がありますので、介護保険負担割合証をご

確認ください。） 
［1 時間以上 2 時間未満］ 
要介護１   ３６９円／日 

要介護２   ３９８円／日 
要介護３   ４２９円／日 
要介護４   ４５８円／日 
要介護５   ４９１円／日 

 

［2 時間以上 3 時間未満］ 
要介護１   ３８３円／日 
要介護２   ４３９円／日 
要介護３   ４９８円／日 
要介護４   ５５５円／日 
要介護５   ６１２円／日 

 

［3 時間以上 4 時間未満］ 
要介護１   ４８６円／日 
要介護２   ５６５円／日 
要介護３   ６４３円／日 
要介護４   ７４３円／日 
要介護５   ８４２円／日 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 12 円／日 
［4 時間以上 5 時間未満］ 
要介護１   ５５３円／日 
要介護２   ６４２円／日 
要介護３   ７３０円／日 
要介護４   ８４４円／日 
要介護５   ９５７円／日 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 16 円／日 

［5 時間以上 6 時間未満］ 
要介護１   ６２２円／日 
要介護２   ７３８円／日 
要介護３   ８５２円／日 
要介護４   ９８７円／日 
要介護５ １，１２０円／日 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 20 円／日 

［6 時間以上 7 時間未満］ 
要介護１   ７１５円／日 
要介護２   ８５０円／日 
要介護３   ９８１円／日 
要介護４ １，１３７円／日 
要介護５ １，２９０円／日 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 24 円／日 
事業所が送迎を実施していない場合、上記料金より片道につき－４７円／回 

 
・ サービス提供体制強化加算Ⅰ          ２２円／日        

  ・ サービス提供体制強化加算Ⅱ          １８円／日 
  ・ サービス提供体制強化加算Ⅲ           ６円／日 
  ・ 入浴介助加算Ⅰ                ４０円／日 
  ・ 入浴介助加算Ⅱ                ６０円／日 

＊ 通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 

・ 科学的介護推進体制加算             ４０円／月 

・ 感染症及び災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 3/100 加算 

・ 高齢者虐待防止未実施減算        所定単位数の 1/100 に相当する単位数を減算 

・ 業務継続計画未策定減算         所定単位数の 1/100 に相当する単位数を減算 
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◎ ケアプランにより計画されたリハビリ等が実施された場合は、以下の料金が加算されます。 

 

 
・短期集中個別リハビリテーション加算 

退院（所）日又は認定日から起算して３月以内          １１０円／日 
 

・リハビリテーションマネジメント加算 イ 
同意日の属する月から６月以内  ５６０円／月 
同意日の属する月から６月超   ２４０円／月 
 

・リハビリテーションマネジメント加算 ロ 
同意日の属する月から６月以内  ５９３円／月 
同意日の属する月から６月超   ２７３円／月 
 

・リハビリテーションマネジメント加算 ハ 
同意日の属する月から６月以内  ７９３円／月 
同意日の属する月から６月超   ４７３円／月 
 

・リハビリテーションマネジメント加算 
 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し利用者の同意を得た場合 ２７０円／月 

 
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ          ２４０円／日 
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ        １，９２０円／月 
・生活行為向上リハビリテーション実施加算Ⅰ 
  利用開始日の属する月から６月以内            １，２５０円／月 
 
・中重度者ケア体制加算                      ２０円／日 
・移行支援加算                          １２円／日 
・理学療法士等体制強化加算(1 時間以上 2 時間未満のみ)        ３０円／日 
・若年性認知症利用者受入加算                   ６０円／日 
 
・栄養改善加算（月２回限度）                    ２００円／回 
・栄養アセスメント加算                       ５０円／月 
 
・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ（６月ごとに 1 回）        ２０円／回 
・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ（６月ごとに 1 回）         ５円／回 
・口腔機能向上加算Ⅰ（月２回を限度）              １５０円／回 
・口腔機能向上加算Ⅱイ（月２回を限度）             １５５円／回 
・口腔機能向上加算Ⅱロ（月２回を限度）             １６０円／回 
 
・重度療養管理加算                       １００円／日 
・退院時共同指導加算（１回につき）               ６００円／回 
 
・介護職員等処遇改善加算Ⅰ        所定単位に８．６%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ        所定単位に８．３%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅲ        所定単位に６．６%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅳ        所定単位に５．３％を乗じたもの／月 
 
・介護職員等処遇改善加算Ⅴ（1）～（14） 所定単位に 7.6～2.8%を乗じたもの／月 
  （令和 7 年 3 月 31 日まで算定可能） 
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② 介護予防通所リハビリテーション施設利用料 
    （要支援の程度により利用料金が異なります。以下は１人あたりの自己負担分です。なお、

送迎や入浴を含む 1 割負担の表記です。負担割合が異なる場合がありますので、介護保険負担

割合証をご確認ください。） 

 
・共通サービス       

要支援１                   ２，２６８円／月 
要支援１   サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     ８８円／月 
      サービス提供体制強化加算（Ⅱ）    ７２円／月 
      サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ２４円／月 

 
 
要支援２                           ４，２２８円／月 
要支援２  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）    １７６円／月 
      サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   １４４円／月 
      サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ４８円／月 

 
 
・介護職員等処遇改善加算Ⅰ          所定単位に８．６%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ          所定単位に８．３%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅲ          所定単位に６．６%を乗じたもの／月 
・介護職員等処遇改善加算Ⅳ          所定単位に５．３%を乗じたもの／月 
 
・介護職員等処遇改善加算Ⅴ（1）～（14）  所定単位に 7.6～2.8%を乗じたもの／月 
  （令和 7 年 3 月 31 日まで算定可能） 

                                 
＊利用を開始した日の属する月から起算して 12 月を超え、3 月に 1 回以上リハビリテーション会議を

行わない場合        
 要支援１   １２０円／月減算 

              要支援２   ２４０円／月減算 

 
 
◎  ケアプランにより計画されたリハビリ等が実施された場合は、以下の料金が加算されます。    

・生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ６月以内  ５６２円／月 

・栄養アセスメント加算              ５０円／月 

・栄養改善加算                ２００円／月 

・口腔機能向上加算Ⅰ             １５０円／月 
・口腔機能向上加算Ⅱ             １６０円／月 
・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ（６月に１回を限度）  ２０円／回 
・口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ（６月に１回を限度）   ５円／回 
・若年性認知症利用者受入加算                 ２４０円／月 
・一体的サービス提供加算（栄養改善及び口腔機能向上） ４８０円／月 

 
・科学的介護推進体制加算            ４０円／月 
・退院時共同指導加算（１回につき）      ６００円／月 

 
・高齢者虐待防止未実施減算    要支援１ ２３円/月減算：要支援２ ４２円/月減算 
・業務継続計画未策定減算     要支援１ ２３円/月減算：要支援２ ４２円/月減算 
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 ③ 食費        昼食  ７２０円      

＊ 原則として食堂でおとりいただきます。なお、通所リハビリテーション利用の時間帯によ

っては、食事の提供ができないことがあります。 
＊ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただき

ます。 
食事は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、施設は利用者の心身の状態に影響

を与える栄養状態を管理するため、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 
    ＊ 特別行事食を提供させていただく場合には、３００円の追加料金をいただきます。 
       （ただし、特別行事食の提供は、ご利用者様の希望に沿います） 

 
（２）その他 

・ 理容代     ２，５００円／回（男性）    ２，０００円／回（女性）  
・ 利用者が選定する特別な食事の費用           実費 
・ 日常生活品費    

おしぼり、石鹸、消毒液等                １１５円／日 
入浴                     １回 ２０５円 

＊ 但し、通所リハビリで入浴のない場合は１１５円のみとします。 
   ・教養娯楽費                                      １６０円／日 
   ・オムツ    尿パット  １枚             ６０円 
          アテント式 １枚            １３０円 
          はくパンツ １枚            １１０円 

 
（３）支払い方法 

・毎月１５日までに、前月分の請求書及び明細書を発行しますので、その月の２５日までにお支払い

ください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、銀行振込、金融機関口座自動引き落としの 2 方法があります。利用申込み時にお

選びください。 

 

 


